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地域生活支援事業等の実施について 
 
 

 
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３
号）第７７条及び第７８条に基づき、市町村及び都道府県が実施する地域生活支援事業に
ついて、今般、別紙１のとおり「地域生活支援事業実施要綱」を定め、平成１８年１０月
１日から適用することとしたので通知する。 
また、新たに、市町村及び都道府県が実施する地域生活支援促進事業について、別紙２

のとおり「地域生活支援促進事業実施要綱」を定め、平成２９年４月１日から適用するこ
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ととしたので通知する。 
ついては、本事業を実施するとともに、管内市町村に対して周知徹底を図るなど本事業

の円滑な実施について協力を賜りたい。
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（別記２－24） 

重度訪問介護利用者の大学修学支援事業 

 

１ 目的 

重度障害者が修学するために必要な支援体制を大学が構築できるまでの間において、

重度障害者に対して修学に必要な身体介護等を提供し、もって、障害者の社会参加を促

進することを目的とする。 

 

２ 実施主体 

市町村、特別区、一部事務組合及び広域連合 

 

３ 事業内容 

（１） 支援内容 

（２）に定める対象者が（３）に定める大学等において修学するに当たり、大

学等が当該対象者の修学に係る支援体制を構築できるまでの間において、大学等

への通学中及び大学等の敷地内における身体介護等（以下「支援」という。）を提

供する。 

（２） 対象者 

本事業の対象者は、以下のア及びイの要件を満たし、ウの要件に該当しない障

害者（以下この実施要領において「対象者」という。）とする。 

ア 原則、重度訪問介護を利用する者（※） 

イ 入学後に停学その他の処分を受けていない者 

ウ 入学後に病気や留学等のやむを得ないと認められる特別な事由なく前年度の修

得単位数が皆無若しくは極めて少ないなど、学修の意欲に欠ける者 

※ 本事業は、本事業の利用時間と在宅におけるホームヘルプの利用時間を合わ

せたとき、比較的長時間にわたる総合的かつ断続的な支援となることが想定さ

れることから、重度訪問介護利用者を対象者としている。ただし、重度訪問介

護の対象者であっても、支援の時間が長時間にならない場合は、重度訪問介護

を利用していない場合であっても対象として差し支えない。 

なお、重度訪問介護の対象者は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サー

ビスに要する費用の額の算定に関する基準（平成 18年厚生労働省告示第５２３

号）別表第２の１の注１のとおり。 

（３） 大学等の要件 

本事業の対象となる大学等は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づ

く大学等（大学（大学院及び短期大学を含む。）、高等専門学校、専修学校及び各

種学校）とする。 

また、本事業は、大学等が対象者に対する修学に係る支援体制を構築できるま

での間において支援を提供するものであることから、修学先の大学等については

以下のア及びイの要件を満たすこととする。 

ア 障害のある学生の支援について協議・検討や意思決定等を行う委員会（※１）
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及び障害のある学生の支援業務を行う部署・相談窓口（※２）が設置されている

こと。 

※１ 例えば、障害学生委員会、バリアフリー委員会、支援担当者会議など名称

は問わない。また、学生支援委員会など他の専門委員会で障害学生支援につ

いて取扱う場合も含む。 

※２ 例えば、障害学生支援室、障害学生支援センター、バリアフリー支援室な

ど名称は問わない。また、障害学生支援に関する専門部署ではないが、学生

課や保健室等において障害学生支援業務を担当している場合も含む。 

イ 大学等において、常時介護を要するような重度の障害者に対する支援体制の構

築に向けた計画が立てられ、着実に大学等による支援が進められていること。

（※） 

※ 本事業を初めて利用する対象者の場合、大学等が計画を立てる予定があるこ

とをもって足りるものとする。 

（４） 運営基準 

支援の提供に当たっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す

る基準（平成１８年厚生労働省令第１７１号）第二章を参考に市町村が定める運

営基準に基づき実施することとする。 

 

４ 留意事項 

（１） 大学等への確認 

市町村等は、対象者から初めて本事業の利用に係る申請があった場合又は前年

度に本事業を利用していた対象者から継続的な利用に係る申請（以下「継続申請」

という。）があった場合、修学先の大学等が３の（３）の要件を満たすかどうかを

大学等に確認することとする。 

なお、継続申請の場合、３の（３）のイについて、過去１年間における支援体

制の構築の進捗状況等を書面で確認を求めることとする。 

（２） 本事業の対象外となる支援 

本事業は、大学等における修学に係る支援を対象とするものであることから、

大学等からの帰宅途中における余暇活動等、修学に関わらない活動への支援につ

いては本事業の対象外とする。 

なお、修学に関わらない活動への支援は、重度訪問介護の対象となり得ること

に留意すること。 

 




